
第
二
十
九
号
（令
和
八
年
五
月
） 

伊
藤
ひ
ろ
し
県
議
会
報
告 

学
校
を
拠
点
と
し
た
救
命
救
急
体
制
の
強
化 

～
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
の
設
置
～ 

５
月
か
ら
、
千
葉
県
内
の
全
て
の
県
立
学
校

敷
地
内
の
屋
外
（
１
７
７
校
）
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
が
設
置

さ
れ
、
地
域
住
民
が
休
日
・
夜
間
も
利
用
を
可
能

と
す
る
体
制
を
整
え
ま
し
た
。 



●
Ａ
Ｅ
Ｄ
と
は
・
・
・
心
臓
が
突
然
正
常
に
動

か
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
電
気
シ
ョ
ッ
ク
を
与

え
て
速
や
か
に
対
応
す
る
救
命
機
器
で
す
。 

『
学
校
生
徒
、
地
域
住
民
の
命
を
守
る
！
』 

心
停
止
で
は
、
１
分
ご
と
に
救
命
率
が
下
が

り
迅
速
な
対
応
が
重
要
で
す
。 

今
回
、
屋
外
で
の
体
育
の
授
業
や
部
活
動
な

ど
、
緊
急
時
の
対
応
時
間
短
縮
を
図
り
ま
す
。 

ま
た
、
地
域
住
民
の
利
用
向
上
に
繋
が
る
よ
う

に
、
２
４
時
間
３
６
５
日
利
用
可
能
と
す
る 

運
用
体
制
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 

【
お
伝
え
し
た
い
こ
と
】 

習
志
野
市
内
で
は
、
県
立
学
校
の
津
田
沼
、 

実
籾
高
校
の
玄
関
付
近
に
設
置
さ
れ
ま
す
。 


